
 

 

建築基準法第４２条第１項第５号による道路の位置の指定等及び第４２条第

２項による道路の指定の変更等及び第４２条第１項第３号による道路の変更等

を申請等する場合は、同法施行令および施行規則、世田谷区建築基準法施行細

則の規定に基づくほか、この｢世田谷区道路位置指定等の取扱基準｣によるもの

とします。 

 

いつまでも住み続けたい｢魅力あふれる安全・安心のまち｣の実現をめざす 

 

 

防災街づくり担当部 

建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当 

令和２年１１月 
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第１． 道路位置指定等の手続きについて 

１． 道路位置指定等の手続きの流れ 

事業者 世田谷区 

事前調査 

関連所管（「P3.関連所管」参照）にて、

事前に調査を行ってください。 

※開発行為に該当する場合は、市街地整備

課開発許可担当での手続きとなります。 

事前相談 

事前相談書を提出してください。 

（申請者は道路位置指定等の申請者と同一

にしてください。） 

※事前相談書の提出前に開発行為に該当す

るか別途担当所管と協議をお願いします。 

 

申請図書作成 

 

 

 

道路位置指定等申請 

 

 

道路工事着手 

 

 

道路工事完了 

 

 

 

 

 

通知書受領 

※受領印をお持ちください。 

 

 

 

 

 

受付 

 

現場調査・内部審査 

          指定の可否 

          条件等の確認 

 

 

区からの回答 

 

 

 

受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定・告示 

※期間については、目安です。また、公道上の指定、変更、取消は、通常より

期間がかかります。 

法４２条１項５号に係る申請（変更、

取消含む）の場合は手数料 5 万円が必

要です。（世田谷区手数料条例第 2 条） 

関係権利者の意見

調整、土地測量、

図面の作成等 

合格 

完了検査 

約 3～4 週間 

約 2～3 週間 

注）申請内容と異なる場合は、 

指定が受けられません。 

【
申
請
】
か
ら
、【
指
定
・
告
示
】
に
至
る
ま
で
の
間
、 

権
利
関
係
の
移
動
が
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 



 3

注）５００㎡以上の開発区域での道路の指定・変更・取消は開発行為に該当

します。開発行為に該当する場合は、道路に関する基準と取扱窓口が異な

りますのでご注意ください。その他の関連事項については、以下も参考に

確認してください。 

  

関連所管 

 

◇都市整備政策部 市街地整備課 開発許可担当 

｢開発行為｣に該当するかについて 

｢宅地造成等規制法｣について 

 

◇各総合支所 街づくり課 街づくり担当 

地区計画区域内の区画道路について 

｢世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例｣について 

東京都風致地区条例（玉川・砧地区） 

 

◇都市整備政策部 建築審査課 建築審査担当 

敷地面積最低限度 

接道長さ 

のほか建築基準法、東京都建築安全条例に関することについて 

 

◇都市整備政策部 都市デザイン課 都市デザイン企画調整担当 

｢世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例｣の届出 

※位置指定の指定及び変更を行う場合は、施工条件有無等相談してください。 

 

◇防災街づくり担当部 建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当 

接続する道路等の｢建築基準法上の区分｣ 

道路位置指定等の事前相談 

 

◇道路・交通計画部 道路管理課 道路認定担当・境界確定担当 

区道等の幅員、官民境界について 

公有地を含む道路位置指定をする場合の承諾について 

 

◇土木部 土木計画調整課 占用担当 

沿道掘削、承認工事申請、占用許可 
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２．申請図書について 

（１） 申請書類 

  ア 申請書（別紙第１７号様式）（法第４２条第２項の場合は依頼書（第１

５号の４様式）、法第４２条第１項第３号の場合は届出書（第

２１号の３様式）） 

（ア） 申請者は道路の築造等に関係ある者とし、共同ですることがで

きる。 

（イ） 申請代理人は一級建築士、二級建築士、測量士または土地家屋

調査士の資格を有するものとする。（委任状に資格等を記載す

る） 

（ウ） 「道路指定となる土地の地名地番」は、申請に係わる道路予定

地又は所在地の地名、地番を記載する。土地の一部が道路とな

る場合は｢～の一部｣と記載し、無地番の国有地を含む場合は｢～

番地先｣と記載する。 

（エ） 「申請道路の幅員」は、道路の中心に直角に測り、幅員が一定

でない道路は、その変化点各々の値を記入する。 

（オ） 「申請道路の延長」は、道路の幅員ごとに延長を記入し、中心

線の長さを合計したものを記載する。単位はそれぞれメートル

（小数点以下第２位まで）とする。 

（カ） 「自動車転回広場」は、面積で記載する。単位は平方メートル

（小数点以下第２位まで）とする。 

  イ 申請図（別紙第１８号様式）（法４２条第２項の場合は第１９号様式、

法４２条第１項３号の場合は、第２１号の４様式） 

（ア） 用紙は日本産業規格Ａ列２番とし、にじまない用紙とする。 

（イ） 「道路となる土地の地名地番・幅員・延長」は、申請書（第１

７号様式）に記入した事項とおなじものを記載する。 

（ウ） 道路位置変更申請の場合の表示部の幅員、延長、自動車転回広

場欄は、取消す部分及び新たに指定する部分を表示する。 

（エ） 測量者および図面作成者欄は一級建築士、二級建築士、測量士

または土地家屋調査士の登録番号も記入する。 

（オ） 付近見取り図は縮尺 1／2500 程度とし、方位、申請道路の位置、

付近の目標、街区および既存道路等の状況を明確に表示する。 

なお、個人情報や著作権に留意すること。 

（カ） 地籍図 

(a) 申請図の凡例にしたがって記載する。 
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(b) 縮尺は、1／100、1／200、1／250、1／300、1／500、1／600

のいずれかとする。 

(c) 方位は付近見取り図と一致させる。 

(d) 地番界および地番を記入する。申請道路の用地となる土地及び

その隣接地について表記すること。 

(e) 申請道路について幅員、延長（中心線）、周囲の長さおよび杭の

位置を明示する。 

(f) 既存道路について、建築基準法上の道路種別と位置および幅員

を明示する。位置指定道路の場合は、指定年月日・番号を記入

する。 

(g) 敷地周囲の長さを示し、既存建築物および予定建築物の配置、

用途および主要出入り口の方向（矢印）を明示する。特に路地

状敷地の場合は路地状部分の間口と長さを記入する。 

(h) 各敷地および地番ごとに承諾を必要とする権利者名をそれぞれ

権利者別に記入する。 

(i) がけ、擁壁等、高低差のある場合はその計画地盤高さ等を明示

する。 

（キ） 道路の横断面図・縦断面図 

(a) 横断面図は、側溝、縁石、暗渠、道路面の構造を図示し、幅員

を表示する。擁壁等がある場合はその断面も図示する。縮尺は

１／５０程度とする。 

(b) 縦断面図は道路の延長方向に高低差がある場合に、勾配（パー

セント）を表示する。 

（ク） 公図写し 

(a) 最新のものとする。 

(b) 申請する道路の位置を点線で図示する。 

(c) 写した日付を一級建築士、二級建築士、測量士または土地家屋

調査士が記名により証明する（日付は処分時に３ヶ月を超えな

いものとし、処分時に公図の変更がある場合は日付も訂正する）。 

（ケ） 承諾書 

(a) 権利別に承諾者の氏名、現住所を記入し登録された印鑑で承諾

印を捺印する。 

(b) 承諾年月日は関係権利者全員の承諾を得た日付を「この図面の

とおり道路位置の指定（変更、取消し）を承諾いたします。」の

欄の日付として記入する。 
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(c) 親権者、法定代理人、公有地管理者のある場合は、これらの資

格を権利等欄に記入する。 

(d) 図面のつなぎ合わせ目には関係権利者全員の割り印を捺印する。 

 

（２） 添付書類 

  ア 印鑑証明書（全権利者分） 

（ア） 関係権利者全員の印鑑証明書を添付する（法人の場合はその法

人の代表者事項証明書も添付すること）。ただし、外国にいる場

合は現地日本領事館の証明とすることができる。 

（イ） 受付時において、原則３か月を越えないものとする。 

（ウ） 処分時に、関係権利者の変更があった場合は再度提出する。 

  イ 土地・建物登記事項証明書 

（ア） 受付時において、３か月を越えないものとする。処分時に３か

月を越える場合は、関係権利者の変更がないことを確認するた

め、再度提出する。 

（イ） 道路となる土地及び道路に沿接する土地・建物(工作物含む)につ

いての登記事項証明書を添付する。 

（ウ） 登記されていない建物については公的機関にて証明される書類

を添付する。（例：課税証明書等） 

 

（３）その他必要に応じて添付する書類 

  ア 委任状 

申請者にかわり代理人が申請手続を代行する時に添付する。申請書写

しにその写しを添付する。 

  イ 住民票または住居表示証明書等 

権利者の現住所と登記事項証明書（土地、建物）の住所が相違してい

る場合に登記簿上の権利者と同一人であることが確認できる書類を添

付する。 

  ウ 戸籍謄本、死亡証明書 

相続関係を明らかにする必要がある時に添付する。相続登記がされて

いない場合は相続者が証明できる書類を添付する。（例：遺産分割協議

書等） 

  エ 占用許可書及び工作物設置許可書の写し 

水路敷を横断して指定する場合に添付する。 
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  オ 農地法第４条又は第５条による許可書の写し又は転用申請書の提出証

明書 

指定道路となる土地が農地である場合に添付する。 

  カ 土地区画整理法第７６条の許可申請書 

土地区画整理事業決定区域内に指定する場合に添付する。 

  キ 風致地区条例第３条による許可書の写し 

該当する場合は、許可書の写しを添付する（建築物の新築等に係る許

可は除く）。 

  ク 宅地造成等規制法第８条による許可書の写し 

宅地造成工事規制区域内に指定する場合に添付する。 

  ケ 公道に接続して指定する場合 

原則として境界確定図を添付する。境界確定がなされていない場合は、

境界確定を行うことが望ましい。 
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３．承諾を必要とする関係権利者の範囲 

 

（１） 道路となる土地およびその土地にある建築物、工作物に関して権利を有 

する者で、次のとおりとする。 

ア 所有権、賃借権、使用権、地役権、質権、抵当権、差押債権等を有す

る者。 

イ 売買契約書等により権利が証明される者。 

ウ 仮登記権利者。 

（２） 道路となる土地に沿接する土地（離隔距離が原則として１５ｃｍ未満の 

土地を含む（下図参照以下同じ）。）およびその土地にある建築物、工作

物に関して権利を有する者のうち、所有権、差押債権を有する者とする。 

（３） 既存道路に接続して指定する場合は接続道路部分の所有権、差押債権を 

有する者とする。 

（４） 幅員を狭くする変更の場合の向かい側の道路に沿接する土地および 

その土地にある建築物、工作物に関して所有権、差押債権を有する者。 

（５） 権利を有するものが共有名義の場合は全権利者。ただし、沿接地がマン

ションの場合は区分所有法に基づく管理者（承諾は集会の決議に基づ

く）。 

 

 

15ｃｍ 

             隣地   道路 
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４．申請書類の作成 

 

提出書類 

（申請書類をファイルにまとめて正本・副本を作成し申請すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請図      袋 

（袋に入れる） 

 

印鑑証明書                            申請図写し 

 

 

 

 

 

 申請図写し 

 

 

 

正 本 副 本 

申請書 

委任状 

 

 

登記 

事項証明書 

その他の 

書類 

申請書写し 

委任状写し 
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５．道路の変更又は取消 

 道路の変更又は取消はこの基準を準用するほか、次の各号に掲げるもとする。 

 

（１）建築基準法施行令１４４条の４に規定する｢道に関する基準｣に抵触する

こととなる場合は認められない。 

（２）その道路に接する敷地が建築基準法第４３条第１項の規定又は同条第３

項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合は認められない。 

（３）通り抜け道路が袋路状道路となる一部変更は認められない。ただし、原

則として通り抜け道路の全ての関係権利者の承諾が得られる場合はこの

かぎりでない。 

（４）道路の一部の幅員を変更することは原則として認められない。 

（５）承諾を要しない場合の特例 

道路に沿接する土地等の権利を有する者のうち、次のいずれかに掲げる者

の承諾は要しないこととする。 

ア 変更・取消により利益のみを得ると思われる部分の関係権利者。 

イ 変更・取消が軽微で、適正かつ合理的と認められる場合の関係権利者。 



 11

新規築造 

新規築造 

６．既存の位置指定道路に係る場合の申請区分について 

 申請区分は｢指定申請｣、｢変更申請｣、｢取消申請｣とする。 

 

（１）指定申請 

   幅員６ｍ以上の道路又は通り抜けの道路を起点とする新たな道路を 

築造する場合。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）変更申請 

   幅員６ｍ以上の道路又は通り抜けの道路を起点とする既存道路の延

長を築造または一部取消により変更する場合又は幅員を変更する場

合。 

 

（ア）               （イ） 

 

 

 

 

 

 

（３）取消申請 

   幅員６ｍ以上の道路又は通り抜けの道路を起点とする道路の 

すべてを取消す場合。 

 

  

 

 

 

 

 

 

既存位置指定 

一部取消 

既存位置指定 

幅員 6ｍ以上 
新規築造 

通
り
抜
け
道
路 
通
り
抜
け
道
路 

幅
員
６
ｍ
以
上
の
道
路

又
は
通
り
抜
け
道
路 

全部取消 
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延長長さ３５ｍ以下 

４
ｍ

 

４ｍ 

 

第２． 道路の基準 

 

１.幅員と延長の基準 

（１） 幅員は道路の中心線で直角に測り、延長長さは中心線で測る。転回広場

は中心点を起算点または終点とする。（ア図、ウ図） 

（２） 幅員の最小寸法は４ｍ以上である。最小寸法は中心線と平行方向にも適

用される。 

（３） 交差、接続、又は屈曲により生じる内角が１２０度未満の箇所から延長

の最小長さは、幅員以上とする。（ア図） 

（４） 両端が他の道路に接続したものは延長長さの制限はない。 

（５） 幅員が６ｍ以上の場合は、延長長さの制限はない。 

（６） 幅員が６ｍ未満の袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続するも 

の）の延長は３５ｍ以下である。ただし、自動車の転回広場を設けた場 

合はこのかぎりでない。（イ図、ウ図） 

 

  （ア図）袋路状道路の延長長さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （イ図）終端が二以上あり、転回広場の基準に適合しない場合はそれぞれ

の延長が３５ｍ以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終端が転回広場の 

基準に適合しない場合又は

基準の長さを超える場合は

延長に含まれる 

延長長さ３５ｍ以下 

幅員 
最小長さは

幅員以上 

延長長さは中心線

で測る 

幅
員 
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  （ウ図）延長が３５ｍを超える場合で転回広場が設けられた場合の延長の

測りかた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 既存の幅員６ｍ未満の袋路状道路に接続する道の延長長さの取り方 

 ア 既存の袋路状道路を含めて延長長さとする。（ア図） 

 イ ただし接続する既存袋路状道路の接続部分の幅員等が転回広場と同

等の場合は既存袋路状道路の中心からの延長長さとする。（イ図） 

 

（ア図）                        （イ図） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）その他 

接続する道路の幅員より位置指定道路の幅員が大きい場合は、建築基準

法上および東京都建築安全条例上の｢前面道路の幅員｣とみなさない場

合が一般的であるので注意を要する。（建築審査課で相談のこと） 

３５ｍ以下 ３５ｍ以下 

6m 以上又は通り抜け 

既
存
袋
路
状
道
路
延
長3

5

ｍ
以
下 

既
存
袋
路
状
道
路
延
長3

5

ｍ
以
下 

延長距離を示す 

35ｍ以下 

6m 以上又は通り抜け 

５ｍ以上 既存袋路状道路

幅員が５ｍ以上

あり転回広場と

同等とみなせる 

終端及び区間３５ｍごとに

転回広場が必要 

既存道路と新設道路

の延長合計が 35ｍ

以下の場合転回広場

は不要 



 14

2.0m ２．転回広場の基準 

（１） 区間転回広場（３４．０㎡）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 終端転回広場（８６．０㎡）  

  

     Ａ型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ｂ型                     4.0ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0ｍ 

35ｍ以内 
4.0ｍ 

2.0ｍ 

2.0ｍ 

35ｍ以内 
4.0ｍ 

2.0ｍ 

35ｍ以内 
4.0ｍ 

2.0ｍ 

5.0m 2.0m 

4.0m 

2.0ｍ 

4.0m 

2.0m 5.0m 2.0m  4.0m 

4.0m 

 

4.0ｍ 
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３．すみ切りの基準 

  道が同一平面で交差し、もしくは接続し、又は屈曲する箇所（内角が１２

０度以上の場合は除く）は、角地の隅角をはさむ辺の長さ２ｍの二等辺三

角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。 

   ※内角が６０度未満の場合は、角地の隅角を頂点とする底辺２ｍの二等

辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。 

   （東京都建築安全条例第８２条、下図参照） 

ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。 

ア 片側に底辺が４ｍ以上となる二等辺三角形のすみ切りを設けた場合。 

イ 両側の二等辺三角形のすみ切りの面積の合計が４㎡以上の場合。 

 （ア図）             （イ図） 

 

 

 

  

 （図：東京都建築安全条例第８２条の規定によるすみ切り） 

 

             

           指定道路 

        

 

   ※上記すみ切りの他、東京都建築安全条例第２条のすみ切りが必要な場

合があります。（建築審査課で相談のこと） 

 

４．道路の構造の基準 

（１） 舗装 

ア 車椅子等の通行を妨げない程度の平滑な構造とし、透水アスファルト

等で雨水浸透を図ることが望ましい。 

イ ライフライン（ガス・水道等）が未整備の場合は整備完了までの間、

その部分に限り砂利敷きとすることができる。 

ウ 勾配の急な部分には滑り止めの措置を施すことが望ましい。 

（２） 道路と敷地内の排水 

ア 路面排水は、側溝を設ける等道路内で処理すること。道路勾配によっ

ては横断グレーチングを設置して接続道路への流出を防ぐこと。 

イ 流末は下水道施設又は道路側溝に接続すること。接続にあたってはそ

れぞれの管理者と協議すること。 

４ｍ以上 
Ａ 

B 

Ａ＋Ｂ＝４㎡以上 

指定道路 
指定道路 

２ｍ以上 

120 度以上

60 度未満 
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（３） 勾配 

  ア 縦断勾配が１２％以下であり、かつ階段状でないもの。 

  イ 横断勾配は、１．５％以下であること。 

（４） 道路位置の表示 

  ア 道路の境界は、側溝、縁石その他により明確にすること。また、屈曲

点ごとに敷地側からコンクリート杭等で標示すること。 

  イ 側溝、縁石等の段差は、車椅子利用者や高齢者が円滑に移動できるよ

う、可能なかぎり配慮すること。 

（５） Ｌ形側溝の高さについて 

ア 車庫前は５ｃｍ、車椅子・高齢者等の出入り口は２ｃｍのものを使用

するのが一般的である。 

イ 地下車庫、地下出入り口前は路面排水が浸入しないよう配慮すること。 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則  １．この基準は令和２年１１月１日から施行する。 

    ２．旧基準「道路位置指定等の取扱基準」については施行日に廃止す

る。 

    ３．この基準の施行前に旧基準によりなされた指定処分又は手続きは、

この基準によってなされた処分又は手続きとみなす。 

縁石は道路側に

接続道路に側

溝等がある場

合は段差を２

ｃｍ以内とす

るか切り開き

が望ましい。

取合い工事は

｢承認工事｣ 

となるので道

路管理者と協

議のこと 

屈曲点ごとに敷地側からコン

クリート杭等を入れる。□ 

側溝等を越えて地下室等に 

路面排水が浸入しないように注

意をすること。 
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○建築基準法施行令（抜粋） 

 

（道に関する基準） 

第１４４条の４ 法第４２条第１項第５号の規定により政令で定める基準は、

次の各号に掲げるものとする。 

一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホま

でのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路（法第４３条第３

項第５号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。）と

することができる。 

イ 延長（既存の幅員６ｍ未満の袋路状道路に接続する道にあっては、

当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハに

おいて同じ。）が３５ｍ以下の場合  

ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障

がないものに接続している場合 

ハ 延長が３５ｍを超える場合で、終端及び区間３５ｍ以内ごとに国土

交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている

場合 

ニ 幅員が６ｍ以上の場合 

ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難

及び通行の安全上支障がないと認めた場合 

二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所（交差、

接続又は屈曲により生ずる内角が１２０度以上の場合を除く。）は、角

地の隅（ぐう）角を挟む辺の長さ２ｍの二等辺三角形の部分を道に含む

隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によ

りやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、

この限りでない。 

三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。 

四 縦断勾（こう）配が１２％以下であり、かつ、階段状でないものであ

ること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上

支障がないと認めた場合においては、この限りでない。 

五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝（こう）、街渠（きょ）

その他の施設を設けたものであること。 
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○建築基準法施行規則（抜粋） 

 

（道路の位置の指定の申請） 

第９条 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けようとす

る者は、申請書正副２通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けよ

うとする道路の敷地となる土地（以下この条において「土地」という。）の所

有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を

有する者並びに当該道を令第１４４条の４第１項及び第２項に規定する基準

に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものと

する。 

 

図面の種類 明示すべき事項 

附近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

地籍図 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び

幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土

地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利

を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及

び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項 
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○世田谷区建築基準法施行細則（抜粋） 

 

（道路の位置の指定等の申請書等） 

第１７条 

２ 法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を受けようと

する者は、第１７号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、第

１８号様式による図書及び次に掲げる図書（区長が添付を要しないと認

めるものを除く。）を添えて、区長に提出しなければならない。 

(１) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書 

(２) 登記事項証明書 

３ 区長は、法第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定の変更

又は取消しを受けようとする者に、第17号様式による申請書の正本及び

副本に、それぞれ、第１８号様式による図書及び前項各号に掲げる図書

（区長が添付を要しないと認めるものを除く。）を添えて、その旨の申

請をさせなければならない。 

 

（道路の位置の標示） 

第２０条 区長は、第１７条第２項の規定による道路の位置の指定又は同条

第３項の規定による道路の位置の指定の変更を受けようとする者に、側溝、

縁石その他により道路の境界を明確にさせておかなければならない。ただ

し、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、１０センチメートル角

で長さ４５センチメートル以上のコンクリート又は石のくいによりその位

置を標示させることができる。 

 

○東京都建築安全条例（抜粋） 

 

（道路位置の指定基準） 

第８２条 道に関する基準は、令第１４４条の４第１項の規定によるほか、 

道が法第４２条第１項から第５項までの規定による道路又は道の境界線と 

同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所（交差、接続又は屈曲 

により生ずる内角が６０度未満の場合に限る。）が、角地の隅角を頂点とする 

底辺２ｍの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであ 

ることとする。 



 

 

第１７号様式（第１７条関係） 

    指   定    
道路位置指定変更申請書
    指定取消   
              

令和〇〇年 〇月 〇日  

 世田谷区長 あて 

申請者 駒 沢 広 道  

 

 建築基準法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の

指定

指定の変更

指定の取消し

を下記

のとおり申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありま

せん。 

記 

１ 申 請 者 住 所         世田谷区奥沢３丁目０番７号 電話00(0000）0000 

２ 

代 

理 

人 

住 所 世田谷区上馬４丁目０番２０号電話00(0000）0000 

氏 名 

代 田 太 郎 

３ 道路

指定

指定変更

指定取消

とな

る土地の地名地番 

世田谷区世田谷４丁目２４０番1,２,３の各一部 

４ 
申 

請 

道 

路 
幅 員  ４．００  メートル 

延 長 1０．００   メートル 

自 動 車 

転 回 広 場 
―   平方メートル 

※ 

受 

付 

欄 

道 路 通 知 書 の 受 領 者 

令和  年  月  日 

 

氏名            

 （注意）１ 申請者欄は、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記入してくだ

さい。 

     ２ ※印のある欄は、記入しないでください。 




